
民間企業等による自治体と連携したヤングケアラーへの食支援事業

事業の目的

事業の概要

家族や本人に困っている自覚がないことも多いヤングケアラー家庭においては、家庭に他人が入る支援への抵抗感が強いことなどから、ヘ
ルパー派遣等の支援策を開始している自治体においても、個別支援の提供につながらないことが多く、自治体がヤングケアラー家庭との関係
を構築するための「きっかけ」が必要な状況である。そこで、自治体が把握したヤングケアラーと思われるこども・若者と家庭について、自
治体が具体的支援のコーディネートに必要な家庭の状況を把握するために、家庭が受け入れやすい支援（食支援）を自治体の求めに応じて提
供する民間事業者等に対して、主に配送料等を補助する。

実態調査等により、学校や関係機関が把握したヤングケアラーの家庭について、事前に利用登録のあった自治体からの申込に応じて、
ヤングケアラーとその家庭に対し、全国の自治体で活用でき、支援対象家庭が比較的受け入れやすい支援（食支援）を提供する。
家庭で家事などを担うこども・若者向けに簡単に作れる調理レシピを公開し、負担軽減を図る。

実施主体等
実施主体：民間企業・公益法人等（公募により２事業者を選定）
補助率：国（定額１０／１０相当）

地方自治体
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ヤングケアラー

気づき

補助事業者

学校・関係機関等

・食支援事業を案内
・家庭の状況を把握

申込

①利用登録

補助

●事業の活用を希望する自治体は、補助事業者に利用登録
● 事業活用計画、事業活用後の支援実績をこども家庭庁に報告
●事業利用後にアンケート調査（満足度調査等）により状況把握の機会を創出

③申込

<民間企業等による自治体と連携したヤングケアラーへの食支援事業費補助金>令和７年度補正予算 ０.２億円

②事業活用計画の提出、④支援実績の報告

1

支援局 虐待防止対策課補正


	スライド番号 1

